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社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 

保育士修学資金貸付等制度運営要領 
 

 

第１ 要領の目的 

保育士修学資金貸付等事業に係る事務処理に関しその他必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 貸付対象者について（社会福祉法人秋田県社会福祉協議会保育士修学資金貸付等制度実

施要綱（以下「実施要綱」という。）第２関係） 

（１）保育士修学資金貸付 

貸付対象者は、次の①及び③の要件を満たす者とする。 

なお、他の都道府県から同資金を重複して貸付を受けることはできない。 

① 秋田県内の養成施設（要綱第２に規定する養成施設をいう。以下同じ。）に在学する

者、秋田県外の養成施設に在学する者にあっては修学のため秋田県から転居した者 

② 養成施設を卒業後、保育士登録を行い、秋田県の区域（国立児童自立支援施設等にお

いて業務に従事する場合は全国の区域とする。）において要綱第７の（１）に規定す

る業務に従事しようとする者 

③ 優秀な学生であって、かつ、家庭の経済状況等から真に本修学資金の貸付が必要と認

められる者 

ただし、１月あたり貸付対象者の貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅（第１類）

に掲げる額のうち貸付対象者の年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内の加算

（以下「生活費加算」という。）の貸付対象者に係る家庭の経済状況は、次のいずれかに

該当する者とする。 

ア 貸付申請時に生活保護受給世帯の者であって、養成施設に就学する者 

イ 前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者であって、養成施設

に就学する者 

・ 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 295 条第１項に基づく市町村民税の非課税 

・ 地方税法第 323 条に基づく市町村民税の減免 

・ 国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 89 条または第 90 条に基づく国民年金の

掛金の減免 

・ 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 77 条に基づく保険料の減免または

徴収の猶予 

④ 貸付対象者の選定に当たっては当該養成施設から推薦を求めること等により公正か

つ適切に行うものとする。 

⑤ 貸付申請者が生活費加算の貸付を申請する場合の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

ア 貸付申請者の居住地を管轄する福祉事務所等から生活保護受給証明書等の提出を

求めるものとする。 
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イ 生活費加算と生活保護の支給を同時に受けることはできない。 

ウ 生活費加算のみの貸付を受けることはできない。 

⑦ 要綱第７の（１）の①に規定する中高年離職者については、離職証明等の客観的判断

が可能な書類で離職状況を確認することとする。 

（２）潜在保育士就職準備金貸付 

① 貸付対象者は、要綱第２の（２）の①から②までの要件をいずれも満たす者とすること 

② 要綱第２の（２）の②に規定する「保育所等」とは、次の施設又は事業とする。 

ア 児童福祉法第７条に規定する保育所 

イ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げ

るもの 

・ 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

・ ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 

年法律第 77 号）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

エ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34 

条の 15 第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受け

たもの 

オ 児童福祉法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34 条

の 18 第１項の規定による届出を行ったもの 

カ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34 条

の 12 第１項の規定による届出を行ったもの 

キ 児童福祉法第６条の３第２３項に規定する「乳児等通園支援事業」であって、同法第

３４条の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同上第２項の規定による認可

を受けたもの 

ク 子ども・子育て支援法第 30 条第１項第４号に規定する離島その他の地域において特

例保育を実施する施設 

ケ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業又は第 39 条第１項に

規定する業務を目的とする施設であって同法第 34 条の 15第２項、第 35 条第４項の認

可又は認定こども園法第 17 条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）の

うち、地方公共団体における単独保育施策（いわゆる保育室・家庭的保育事業に類する

もの）において保育を行っている施設 

コ 企業主導型保育事業 

③ 潜在保育士就職準備金の使途は次のとおりとする。 

ア 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

イ 転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 

ウ 保育所等で使用する被服費 

エ 保育所等の勤務に復帰するに当たり研修等を受けた際の研修費用 

オ 保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 
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カ 申請者のこどもが保育所等を利用する際に必要となる費用 

キ こどもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 

ク その他、就職に必要と認められる経費 

 ④ 貸付の申請期間は、採用が決定した日から再就職した日の翌々月末日までとする。 

 

第３ 貸付期間について（実施要綱第３関係） 

要綱第３の１に規定する「貸付期間」は、病気等真にやむを得ない事情によって留年した

期間中もこれに含めることができる。また、正規の修学期間が２年間を超える養成施設に在

学している場合は、要綱第３の２の（１）に掲げる額の２年間に相当する金額の範囲内であ

れば正規の修学期間を貸付期間とすることができる。 

 

第４ 貸付金の限度について（実施要綱第３関係） 

（１）保育士修学資金貸付 

修学資金は、養成施設に支払う授業料、実習費、教材費等の納付金の他参考図書、学用

品、交通費等に充当するものであるので、貸付金については、要綱第３の 2に定める金額

の範囲内であれば授業料等養成施設に対する納付金の額の如何を問わず、本人の希望する

額を貸し付けて差し支えないものであること。 

（２）潜在保育士就職準備金貸付 

潜在保育士就職準備金は、貸付申請を踏まえ、保育所等への就職に当たって必要と認め

る額を貸し付けることができるものとする。 

 

第５ 貸付金の交付方法について（実施要綱第５関係） 

貸付金の交付は、分割又は一括で行うものとする。 

 

第６ 貸付契約の解除について（実施要綱第６関係） 

要綱第６の１に規定する「資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるに

至ったとき」は、次のいずれかに該当する場合をいう。 

（１）保育士修学資金貸付 

① 退学したとき 

② 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

③ 学業成績が著しく不良になったと認められるとき 

④ 死亡したとき 

⑤ 偽りの申込みその他不正な手段によって貸付けを受けたとき 

⑥ その他保育士貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

（２）潜在保育士就職準備金貸付 

① 退職したとき 

② 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

③ 死亡したとき 
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④ 偽りの申込みその他不正な手段によって貸付けを受けたとき 

⑤ その他潜在保育士就職準備金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められ

るとき 

 

第７ 返還の債務の当然免除について（実施要綱第７関係） 

（１）要綱第７の（１）に規定する「国立児童自立支援施設等」には、国立高度専門医療研究

センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって児童福祉法（昭和 22

年法律第 164号）第 27条第２項の委託を受けた施設、肢体不自由児施設「整肢療護園」及

び重症心身障害児施設「むらさき愛育園」を含むものとする。 

（２）要綱第７の（１）に規定する「従事先施設」とは、次のアからコの施設等とする。 

ア 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する「児童発達支援センターその他の内閣府

令で定める施設」、同条第３項に規定する「児童発達支援センターその他の内閣府令で

定める施設」、第７条に規定する「児童福祉施設（保育所を含む）」、同法第１２条の４に

規定する「児童を一時保護する施設」及び同法第１８条の６に規定する「指定保育士養

成施設」 

イ 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げる

もの 

・教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

・ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年

法律第 77号）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

エ  児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する事業であって、同法第３４

条の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受

けたもの 

オ 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する「病児保育事業」であって、同法第３４条

の１８第１項の規定による届出を行ったもの 

カ  児童福祉法第６条の３第２項に規定する「放課後児童健全育成事業」であって、同法

第３４条の８第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による届出

を行ったもの 

キ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第３４条

の１２第１項の規定による届出を行ったもの 

ク 児童福祉法第６条の３第２３項に規定する「乳児等通園支援事業」であって、同法第

３４条の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同上第２項の規定による認可

を受けたもの 

ケ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条第１項第４号に規定する

離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

コ 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は第３９条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって法第３４条の１５第２項、第３５条第４項の
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認可又は認定こども園法第１７条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）

のうち、次に掲げるもの 

ⅰ）法第５９条の２の規定により届出をした施設 

ⅱ）ⅰ）に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であ

って、当該届出をした施設 

ⅲ）雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１１６条に定める事業所内

保育施設設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設 

ⅳ）「看護職員確保対策事業等の実施について（平成 22年 3月 24日医政発 0324第 21

号）」に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設 

ⅴ）国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第６条の３第９項から第１２項ま

でに規定する業務又は法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設 

  サ 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援 

事業のうち、「平成２８年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平 

成２８年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第２の１に定める企業主導 

型保育事業 

（３）要綱第７の（１）に規定する「過疎地域、離島及び中山間地域等」とは、次のアからコ

の地域等とする。 

  ア 過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19号）

第２条第１項に規定する区域又は同法の規定により過疎地域とみなされる区域をいう。） 

  イ 離島振興法第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域 

  ウ 奄美群島（奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に

規定する奄美群島） 

  エ 豪雪地帯及び特別豪雪地域（豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）

第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地

帯） 

  オ 辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に規定する辺地） 

  カ 振興山村（山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規定により指定

された振興山村） 

  キ 小笠原諸島（小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第四条

第一項に規定する小笠原諸島） 

  ク 半島振興対策実施地域（半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規

定により指定された半島振興対策実施地域） 

  ケ 特定農山村地域（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進

に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に規定する特定農山村地域） 

  コ 沖縄の離島（沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定す

る離島） 

（４）保育士登録を行った者が要綱第７の（１）に規定する業務に従事することができなかっ
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た場合であって、養成施設卒業後１年以内に要綱第７の（１）に規定する職種以外の職種

に採用された者については、会長が本人の申請に基づき要綱第７の（１）に規定する業務

に従事する意思があると認めた場合、要綱第７の（１）及び第８の（２）に規定する「養

成施設を卒業した日から１年以内」を、「養成施設を卒業した日から２年以内」と読み替

えることとする。 

（５）要綱第７の（１）に規定する「その他やむを得ない事由」は、例えば育児休業等により

要綱第７の（１）に規定する業務に従事することが困難であると客観的に判断できる場合

であることとする。 

（６）要綱第７の（１）に規定する期間は、雇用形態が非常勤の者については次のとおりとす

る。 

 ① ５年間 雇用日数が１，８２５日以上かつ業務に従事した日数が９００日以上 

  ② ３年間 雇用日数が１，０９５日以上かつ業務に従事した日数が５４０日以上 

 

第８ 返還について（実施要綱第８関係） 

（１）要綱第８に規定する会長が定める期間は、要綱第８の各号各号に規定する事由が生じた

日の属する月の翌月から修学資金の貸付けを受けた月数の２倍（生活費加算の貸付を受け

た者は４倍）に相当する期間に、入学準備金の貸付を受けた者は８月、就職準備金の貸付

を受けた者は８月を合算した期間内（返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当

該猶予された期間を合算した期間とする。）とし、潜在保育士就職準備金の貸付を受けた

者は８月の期間（返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を

合算した期間とする。）内とする。 

（２）要綱第８に規定する会長が定める金額は、年額２４万円（月額２万円）以上の金額とす

る。 

 

第９ 返還の債務の裁量免除について（実施要綱第１０関係） 

（１）要綱第１０の（１）及び（２）に規定する返還の債務の裁量免除は、相続人又は要綱第

４に規定する保証人へ請求を行ってもなお、返還が困難であるなど、真にやむを得ない場

合に限り、個別に適用するものとする。 

また、要綱第１０の（３）に規定する返還の債務の裁量免除は、本貸付事業が要綱第７

の（１）に規定する業務に従事した者の定着促進を図るものであることから、貸付を受け

た者の状況を十分把握のうえ、個別に適用するものとする。この場合、貸付を受けた期間

以上所定の業務に従事した者であっても、本人の責による事由により免職された者、特別

な事情がなく恣意的に退職した者等については、適用しない。 

（２）裁量免除については、事業ごとに以下の算定方法を用いるものとする。 

① 保育士修学資金貸付 

保育士修学資金貸付の裁量免除の額は、第２の（１）の①に定める秋田県等の区域内

において、要綱第７の（１）に規定する業務に従事した月数を、保育士修学資金の貸付

を受けた月数の２分の５（中高年離職者等については２分の３)に相当する月数で除し
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て得た数値（この数値が１を超えるときは、１とする）を返還の債務の額に乗じて得た

額とする。 

就職準備金のみの貸付けを行った場合の裁量免除の額は、秋田県等の区域内において、

要綱第７の（１）に規定する業務に従事した月数を、60（中高年離職者等については 36）

で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、１とする）を返還の債務の額に乗じて

得た額とする。 

② 潜在保育士就職準備金貸付 

裁量免除の額は、秋田県内において、要綱第７の（２）に規定する業務に従事した月数

を、２４で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、１とする）を返還の債務の額

に乗じて得た額とする。 

 

第１０ 届出義務について 

修学資金等の貸付を受けた者及び保証人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速や

かに会長に届出をしなければならない。 

（１）修学資金等の貸付を受けた者 

① 貸付期間中の在学に関する報告、返還猶予中の就業に関する報告（毎年 4月） 

② 氏名、住所に変更があったとき 

③ 退学、休学、停学したとき、心身の故障により就学が困難となったとき 

④ 修学資金等の貸付を辞退しようとするとき 

⑤ 卒業したとき、保育士の登録を行ったとき、秋田県内で業務に従事したとき 

⑥ 勤務先、勤務地に変更があったとき 

⑦ 休職、退職等により業務に従事しないこととなったとき 

⑧ 死亡したとき 

（２）保証人 

① 氏名、住所、勤務先に変更があったとき 

② 死亡、破産手続開始の決定等により保証人を変更するとき 

 

第１１ 会計経理について（実施要綱第１２関係） 

会長は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28年 3月 31日厚生労働省令第 79号）に基づき、

この貸付事業の会計経理を明確にすることとする。 

また、当該特別会計については、毎年度、当該年度における貸付件数、貸付額、返還額等

の貸付事業決算書を策定し、秋田県知事に報告するものとする。 

 

第１２ 事業の廃止について（実施要綱第１２関係） 

本事業の目的を達成したと認められるときその他本事業を終了する必要があると国及び

都道府県等が認めるときは、本事業の全部又は一部を廃止するものとする。なお、この場合

における精算に当たっては、要綱第１２３の３の規定に基づき行うこととする。 
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第１３ 返還の債務の免除に係る事務手続き 

修学資金等の貸付を受けた者が次の各号に該当する場合は、事務局規程第５条第１１項の

規定に関わらず事務局長の決裁により返還の債務の免除を決定するものとする。 

（１）要綱第７の（１）又は（２）に該当するに至ったとき 

（２）要綱第１０の（１）、（２）、（３）、又は（４）に該当するに至ったとき 

 

 

（ 附 則 ） 

この要領は、平成２９年６月２０日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（ 附 則 ） 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、令和７年４月１日から施行し、令和６年１２月１７日から適用する。ただし、

令和６年１２月１６日以前に貸付決定された者の取扱いは、なお従前の例による。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、令和７年５月９日から施行する。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、令和８年４月６日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

（ 附 則 ） 

  この要領は、（決裁日）から施行し、改正後の第２の（２）の②のキ及び第７の（２）のク

の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 


